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(57)【要約】
【課題】新規な評価指標を導入してデータ記録を総合的
にも個別の検出パターンについても評価できるようにす
る。
【解決手段】本発明に係るデータ記録評価方法は、光デ
ィスクに対するデータ記録の結果を再生し、再生信号に
おける所定の検出パターンを特定するステップと、所定
の検出パターンに対応する再生信号における信号状態を
検出するステップと、検出された上記信号状態と所定の
検出パターンから特定され且つ再生信号の信号状態を反
映して調整された基準状態とに基づく第１の記録状態評
価指標値を算出する第１算出ステップとを含む。また、
上で述べた所定の検出パターンが複数である場合、所定
の検出パターンの各々についての第１の記録状態評価指
標値を用いて第２の記録状態評価指標値を算出する第２
算出ステップをさらに含む。第１及び第２の記録状態評
価指標値によって、データ記録を適切に評価できる。
【選択図】図２４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクに対するデータ記録の結果を再生し、再生信号における所定の検出パターン
を特定するステップと、
　前記所定の検出パターンに対応する前記再生信号における信号状態を検出するステップ
と、
　検出された前記信号状態と前記所定の検出パターンから特定され且つ前記再生信号の信
号状態を反映して調整された基準状態とに基づく第１の記録状態評価指標値を算出する第
１算出ステップと、
　を含むデータ記録評価方法。
【請求項２】
　前記所定の検出パターンが複数であって、
　前記所定の検出パターンの各々についての前記第１の記録状態評価指標値を用いて第２
の記録状態評価指標値を算出する第２算出ステップ
　をさらに含む請求項１記載のデータ記録評価方法。
【請求項３】
　前記第２の記録状態評価指標値に基づき、データ記録の記録条件を変更する第１変更ス
テップ
　をさらに含む請求項２記載のデータ記録評価方法。
【請求項４】
　前記第２算出ステップが、
　前記所定の検出パターンの出現確率と前記第１の記録条件評価指標値との積和を算出す
るステップ
　を含む請求項２記載のデータ記録評価方法。
【請求項５】
　前記第２の記録状態評価指標値が所定の閾値を超えるか判断するステップと、
　前記第２の記録状態評価指標値が前記所定の閾値を超える場合、前記第２の記録状態評
価指標値に所定のレベル以上影響を与える前記検出パターンを、対応する前記第１の記録
状態評価指標値に基づき特定するステップと、
　をさらに含む請求項２記載のデータ記録評価方法。
【請求項６】
　特定された前記検出パターンについての前記第１の記録状態評価指標値に基づき、デー
タ記録において用いられる記録パラメータを変更する第２変更ステップ
　をさらに含む請求項５記載のデータ記録評価方法。
【請求項７】
　前記検出パターンが、少なくとも１つのマーク及びスペースからなるパターンである
　請求項１記載のデータ記録評価方法。
【請求項８】
　前記所定の検出パターンが、出現頻度が予め定められた値以上の検出パターンである
　請求項１記載のデータ記録評価方法。
【請求項９】
　前記第１変更ステップが、
　記録条件と当該記録条件におけるデータ記録の結果を再生することによって得られたデ
ータに基づき算出された前記第２の記録状態評価指標値との関係を表すデータから、前記
第２の記録状態評価指標値が最も好ましい値となる場合の前記記録条件を特定するステッ
プ
　を含む請求項３記載のデータ記録評価方法。
【請求項１０】
　前記第１変更ステップが、
　記録条件と当該記録条件におけるデータ記録の結果を再生することによって得られたデ
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ータに基づき算出された前記第２の記録状態評価指標値との関係を表すデータと現在の前
記第２の記録状態評価指標値とを用いて、現在の記録条件の補正量を算出するステップ
　を含む請求項３記載のデータ記録評価方法。
【請求項１１】
　前記記録条件と当該記録条件におけるデータ記録の結果を再生することによって得られ
たデータに基づき算出された前記第２の記録状態評価指標値との関係を表すデータが、テ
スト記録時に得られたデータである
　請求項９記載のデータ記録評価方法。
【請求項１２】
　前記第２変更ステップが、
　記録パラメータと当該記録パラメータを用いたデータ記録の結果を再生することによっ
て得られたデータに基づき算出された前記第１の記録状態評価指標値との関係を表すデー
タから、前記第１の記録状態評価指標値が最も好ましい値となる場合の前記記録パラメー
タを特定するステップ
　を含む請求項６記載のデータ記録評価方法。
【請求項１３】
　前記第２変更ステップが、
　記録パラメータと当該記録パラメータを用いたデータ記録の結果を再生することによっ
て得られたデータに基づき算出された前記第１の記録状態評価指標値との関係を表すデー
タと現在の前記第１の記録状態評価指標値とを用いて、現在の記録パラメータの補正量を
算出するステップ
　を含む請求項６記載のデータ記録評価方法。
【請求項１４】
　記録パラメータと当該記録パラメータを用いたデータ記録の結果を再生することによっ
て得られたデータに基づき算出された前記第１の記録状態評価指標値との関係を表すデー
タが、テスト記録時に得られたデータである
　請求項１２記載のデータ記録評価方法。
【請求項１５】
　前記第１算出ステップが、
　検出された前記信号状態と前記所定の検出パターンから特定され且つ前記再生信号の信
号状態を反映して調整された基準状態との差の大きさを算出するステップ
　を含む請求項１記載のデータ記録評価方法。
【請求項１６】
　前記第１算出ステップが、
　前記再生信号の信号状態に基づきターゲットレベルの各値の設定を行うステップと、
　前記所定の検出パターンから特定される、前記ターゲットレベルの値の遷移から前記基
準状態を特定するステップと、
　検出された前記信号状態と前記基準状態との差の大きさを算出するステップと、
　を含む請求項１記載のデータ記録評価方法。
【請求項１７】
　光ディスクに対するデータ記録の結果を再生し、再生信号における所定の検出パターン
を特定する手段と、
　前記所定の検出パターンに対応する前記再生信号における信号状態を検出する手段と、
　検出された前記信号状態と前記所定の検出パターンから特定され且つ前記再生信号の信
号状態を反映して調整された基準状態とに基づく第１の記録状態評価指標値を算出する手
段と、
　を有する光ディスク記録再生装置。
【請求項１８】
　前記所定の検出パターンが複数であって、
　前記所定の検出パターンの各々についての前記第１の記録状態評価指標値を用いて第２
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の記録状態評価指標値を算出する第２算出手段
　をさらに有する請求項１７記載の光ディスク記録再生装置。
【請求項１９】
　前記第２の記録状態評価指標値に基づき、データ記録の記録条件を変更する第１変更手
段
　をさらに有する請求項１８記載の光ディスク記録再生装置。
【請求項２０】
　前記第２算出手段が、
　前記所定の検出パターンの出現確率と前記第１の記録条件評価指標値との積和を算出す
る
　請求項１８記載の光ディスク記録再生装置。
【請求項２１】
　前記第２の記録状態評価指標値が所定の閾値を超えるか判断する手段と、
　前記第２の記録状態評価指標値が前記所定の閾値を超える場合、前記第２の記録状態評
価指標値に所定のレベル以上影響を与える前記検出パターンを、対応する前記第１の記録
状態評価指標値に基づき特定する手段と、
　をさらに有する請求項１８記載の光ディスク記録再生装置。
【請求項２２】
　特定された前記検出パターンについての前記第１の記録状態評価指標値に基づき、デー
タ記録において用いられる記録パラメータを変更する第２変更手段
　をさらに有する請求項２１記載の光ディスク記録再生装置。
【請求項２３】
　請求項１乃至１６のいずれか１つ記載のデータ記録評価方法をプロセッサに実行させる
ためのプログラム。
【請求項２４】
　請求項２３記載のプログラムを格納したメモリを含むプロセッサ。
【請求項２５】
　再生信号における所定の検出パターンに対応する、前記再生信号における信号状態と前
記所定の検出パターンから特定され且つ前記再生信号の信号状態を反映して調整された基
準状態との乖離に応じた第１の記録状態評価指標値と当該所定の検出パターンの出現確率
との積和によって算出される第２の記録状態評価指標値の閾値が記録された光情報記録媒
体。
【請求項２６】
　再生信号における所定の検出パターンに対応する、前記再生信号における信号状態と前
記所定の検出パターンから特定され且つ前記再生信号の信号状態を反映して調整された基
準状態との乖離に応じた第１の記録状態評価指標値と当該所定の検出パターンの出現確率
との積和によって算出される第２の記録状態評価指標値と当該第２の記録条件評価指標値
を算出する元となるデータ記録の記録条件との関係を表すデータが記録された光記録情報
媒体。
【請求項２７】
　再生信号における所定の検出パターンに対応する、前記再生信号における信号状態と前
記所定の検出パターンから特定され且つ前記再生信号の信号状態を反映して調整された基
準状態との乖離に応じた記録状態評価指標値と当該記録状態評価指標値を算出する元とな
るデータ記録の記録パラメータとの関係を表すデータが記録された光記録情報媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ディスクに対するデータ記録の評価のための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ＣＤ－Ｒ（追記型ＣＤともいう）、ＤＶＤ±Ｒ（追記型ＤＶＤディスクともいう）、Ｈ
Ｄ ＤＶＤ－Ｒ（追記型ＨＤ　ＤＶＤディスクともいう）またはＢＤ－Ｒ（追記型ブルー
レイディスクともいう）等の光情報記録媒体（光ディスクとも呼ぶ）は、光透過性ディス
ク状基板の一方の面上に、記録層、反射層、及び必要に応じて保護層を形成した構造を有
している。また、記録層や反射層が形成されている基板の一方の面にはグルーブと呼ばれ
る螺旋状または同心円状の溝が形成され、隣り合うグルーブの間はランドと呼ばれる凸部
に形成されている。このような光情報記録媒体には、例えば光ディスク記録再生装置によ
り記録用レーザ光を溝に沿ってトラッキングさせながらグルーブ上の記録層に照射して、
ピット（以下、マークという）を形成することにより記録が行われる。このマークの長さ
ｎＴ（基準のチャンネルクロック間のビットの長さをＴとし、ｎ（ｎは整数）倍の長さを
ｎＴとする）、マークとマークの間の部分（以下、スペースという）の長さｎＴ及びこれ
らの配列に、再生用レーザ光を照射して反射光を再生信号に変換することにより再生が行
われる。
【０００３】
　例えば特開２００４－３３５０７９号公報には、最尤復号法に最適な記録パラメータを
設定するための技術が開示されている。具体的には、記録マークのエッジの始終端部分に
相当し、尚且つ最尤復号法においてエラーの発生確率が高い部分の、最尤復号結果の信頼
性値｜Ｐａ－Ｐｂ｜－Ｐｓｔｄの演算を、所定のマーク長と直前のスペース長の組み合わ
せと、マーク長と直後のスペース長の組み合わせごとに行い、その演算結果からエッジシ
フト位置を最適化する記録パラメータを求め、求めた記録パラメータを反映した記録を行
うものである。
【０００４】
　また、特開２００３－３０３４１７号公報には、高記録密度においてもノイズの影響を
受けることなく、精度良く記録ストラテジの最適化を行うための技術が開示されている。
具体的には、記録データに高周波パルスを重畳した記録パルス信号を光記録媒体上に記録
再生して得られた再生波形と、記録データとパルス応答とを畳込み演算した波形との差が
最小になるようにパルス応答を定めることによって記録ストラテジを最適化する。その際
、同一の記録パルス波形を光記録媒体の同一トラックに３回以上記録し、再生された再生
波形のサンプリング値をサンプリング順毎に平均化した値を再生波形のデータとして用い
る。平均化したデータを用いるため、再生波形へのランダムノイズの影響を除去すること
ができるというものである。
【０００５】
　さらに、特開２００３－１５１２１９号公報には、再生信号の品質評価に関する技術が
開示されている。具体的には、所定の再生信号、この再生信号の信号波形パターンに対応
した第１のパターン、およびこの第１のパターン以外であって再生信号の信号波形パター
ンに対応した任意のパターン（第２または第３のパターン）が用いられる。まず、再生信
号と第１のパターンとの間の距離Ｅｏと、再生信号と任意のパターンとの間の距離Ｅｅと
の間の距離差Ｄ＝Ｅｅ－Ｅｏが求められる。次に、複数の再生信号のサンプルについて距
離差Ｄの分布が求められる。次に、求めた距離差Ｄの平均Ｍと求めた距離差Ｄの分布の標
準偏差σとの比に基づいて、再生信号の品質評価パラメータ（Ｍ／σ）が定められる。そ
して、品質評価パラメータで表される評価指標値（Ｍｇｎ）から、再生信号の品質が判断
される。
【０００６】
　また、特開２００３－１４１８２３号公報には、最尤復号を用いて得られた２値化結果
の誤り率を適切に予想することができる指標に基づいて信号品質を評価する技術が開示さ
れている。具体的には、時刻ｋ（ｋは任意の整数）において複数の状態をもち、時刻ｋ－
ｊ（ｊは２以上の整数）での状態から時刻ｋでの状態に至るまでｎ（ｎは２以上の整数）
通りの状態遷移列をとり得る状態遷移則を有し、ｎ通りの状態遷移列のうち最も確からし
い状態遷移列を推定する最尤復号方式において、ｎ通りの状態遷移列のうち最も確からし
い状態遷移列の時刻ｋ－ｊでの状態から時刻ｋでの状態に至るまでの状態遷移の確からし
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さをＰＡとし、２番目に確からしい状態遷移列の時刻ｋ－ｊでの状態から時刻ｋでの状態
に至るまでの状態遷移の確からしさをＰＢとし、時刻ｋ－ｊから時刻ｋまでの復号結果の
信頼性を｜ＰＡ－ＰＢ｜とすると、所定の時間あるいは所定の回数、｜ＰＡ－ＰＢ｜の値
を求め、そのばらつきを求めることで最尤復号の２値化結果の誤り率と相関のある信号品
質を示す指標が得られるというものである。
【０００７】
　さらに、特開２００２－１９７６６０号公報には、高密度記録された情報にビタビ検出
器を用いて再生を行う場合に、チャネルに即した記録状態を検出できる記録状態検出技術
が開示されている。具体的には、ディスク装置から読み出された再生信号は、帯域制限フ
ィルタおよび等化器によって特定のチャネル特性となるように補正された後、ＰＬＬ回路
により生成した同期クロックのタイミングでＡ／Ｄ変換器によりデジタル信号ｘiとして
読み込む。ｘiはビタビ検出器に入力され、ビタビ検出出力信号を得る。ビタビ検出出力
は基準レベル判定器と誤差算出回路に入力される。誤差算出回路はデジタル信号ｘiとビ
タビ検出出力との差Ｅiを算出し、記録状態検出回路に出力する。記録状態検出回路は基
準レベル判定器の出力を用いて振幅または振幅レベルとアシンメトリを検出し、検出情報
を出力する。
【特許文献１】特開２００４－３３５０７９号公報
【特許文献２】特開２００３－３０３４１７号公報
【特許文献３】特開２００３－１５１２１９号公報
【特許文献４】特開２００３－１４１８２３号公報
【特許文献５】特開２００２－１９７６６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上で述べたようにデータ記録を評価する技術は様々存在しているが、必ずしもデータ記
録全体についての評価と個別の記録パターンについてのデータ記録の評価とが適切に関連
付けられていなかった。また、適応的なＰＲＭＬ（Partial Response Maximum Likelihoo
d）に対応するような手法は開示されていない。
【０００９】
　そこで本発明の目的は、適応的なＰＲＭＬに対応する新規な評価指標を導入してデータ
記録を総合的に評価できるようにするための技術を提供することである。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は、適応的なＰＲＭＬに対応する新規な評価指標を導入して個
別の記録パターンについての評価を適切に行えるようにするための技術を提供することで
ある。
【００１１】
　さらに、本発明の他の目的は、適応的なＰＲＭＬに対応する、データ記録の総合的な評
価と個別の記録パターンについてのデータ記録の評価とを適切に関連付けることができる
ようにするための技術を提供することである。
【００１２】
　さらに、本発明の他の目的は、適応的なＰＲＭＬに対応する、データ記録の評価に基づ
き記録条件又は記録パラメータを適切に調整するための技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係るデータ記録評価方法は、光ディスクに対するデータ記録の結果を再生し、
再生信号における所定の検出パターンを特定するステップと、所定の検出パターンに対応
する再生信号における信号状態を検出するステップと、検出された上記信号状態と所定の
検出パターンから特定され且つ再生信号の信号状態を反映して調整された基準状態とに基
づく第１の記録状態評価指標値（例えば、実施の形態におけるPRerror_ptn(p)又はPRerro
r_ttl）を算出する第１算出ステップとを含む。
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【００１４】
　このような第１の記録状態評価指標値を算出することによって、所定の検出パターンに
ついて基準状態との関係において適切なデータ記録が行われているか判断できるようにな
る。すなわち、個別の記録パターンについての評価を適切に判断できるようになる。
【００１５】
　また、上で述べた所定の検出パターンが複数である場合、所定の検出パターンの各々に
ついての第１の記録状態評価指標値を用いて第２の記録状態評価指標値を算出する第２算
出ステップをさらに含むようにしてもよい。このように第２の記録状態評価指標値を算出
することによって、様々な記録パターンについて総合してデータ記録を評価することがで
きるようになる。
【００１６】
　さらに、第２の記録状態評価指標値に基づき、データ記録の記録条件（例えば記録波形
の振幅方向の条件）を変更する第１変更ステップをさらに含むようにしてもよい。第２の
記録状態評価指標値に基づき、データ記録の記録条件を総合的な形で適切に調整できるよ
うになる。
【００１７】
　また、上で述べた第２算出ステップが、所定の検出パターンの出現確率と第１の記録条
件評価指標値との積和を算出するステップを含むようにしてもよい。より多く出現する検
出パターンについては重み付けを大きくして、データ記録への影響を総合的に第２の記録
状態評価指標値に反映するためである。
【００１８】
　さらに、本発明において、第２の記録状態評価指標値が所定の閾値を超えるか判断する
ステップと、第２の記録状態評価指標値が所定の閾値を超える場合、第２の記録状態評価
指標値に所定のレベル以上（例えば所定値以上のもの又は上位所定個数）影響を与える検
出パターンを、対応する第１の記録状態評価指標値に基づき特定するステップとをさらに
含むようにしてもよい。これによって問題となる記録パターンを特定することができる。
【００１９】
　また、本発明において、特定された上記検出パターンについての第１の記録状態評価指
標値に基づき、データ記録において用いられる記録パラメータ（例えば記録波形の時間軸
方向のパラメータ（例えばｄＴｔｏｐ２Ｔなど））を変更する第２変更ステップをさらに
含むようにしてもよい。これによって効果的に記録パラメータの調整を行うことができる
ようになる。
【００２０】
　なお、上で述べた検出パターンが、少なくとも１つのマーク及びスペースからなるパタ
ーンである場合もある。
【００２１】
　さらに、上記所定の検出パターンが、出現頻度が予め定められた値以上の検出パターン
である場合もある。出現頻度があまりに低い場合には処理負荷を削減するために処理対象
からはずすものである。
【００２２】
　また、上で述べた第１変更ステップが、記録条件と当該記録条件におけるデータ記録の
結果を再生することによって得られたデータに基づき算出された第２の記録状態評価指標
値との関係を表すデータから、第２の記録状態評価指標値が最も好ましい値となる場合の
記録条件を特定するステップを含むようにしてもよい。例えばデータ記録開始前において
データ記録時において最も好ましい記録条件を特定できるようになる。
【００２３】
　さらに、上で述べた第１変更ステップが、記録条件と当該記録条件におけるデータ記録
の結果を再生することによって得られたデータに基づき算出された第２の記録状態評価指
標値との関係を表すデータと現在の第２の記録状態評価指標値とを用いて、現在の記録条
件の補正量を算出するステップを含むようにしてもよい。このようにデータ記録時に記録
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条件を調整する際にも第２の記録状態評価指標値を用いることができる。
【００２４】
　なお、記録条件と当該記録条件におけるデータ記録の結果を再生することによって得ら
れたデータに基づき算出された第２の記録状態評価指標値との関係を表すデータが、テス
ト記録時に得られたデータである場合もある。テスト記録時であれば記録条件を変化させ
て各ケースについての第２の記録状態評価指標値を算出できるためである。
【００２５】
　さらに、上で述べた第２変更ステップが、記録パラメータと当該記録パラメータを用い
たデータ記録の結果を再生することによって得られたデータに基づき算出された第１の記
録状態評価指標値との関係を表すデータから、第１の記録状態評価指標値が最も好ましい
値となる場合の記録パラメータを特定するステップを含むようにしてもよい。
【００２６】
　また、上で述べた第２変更ステップが、記録パラメータと当該記録パラメータを用いた
データ記録の結果を再生することによって得られたデータに基づき算出された第１の記録
状態評価指標値との関係を表すデータと現在の第１の記録状態評価指標値とを用いて、現
在の記録パラメータの補正量を算出するステップを含むようにしてもよい。
【００２７】
　さらに、記録パラメータと当該記録パラメータを用いたデータ記録の結果を再生するこ
とによって得られたデータに基づき算出された第１の記録状態評価指標値との関係を表す
データが、テスト記録時に得られたデータである場合もある。
【００２８】
　また、上で述べた第１算出ステップが、検出された上記信号状態と所定の検出パターン
から特定され且つ再生信号の信号状態を反映して調整された基準状態との差の大きさを算
出するステップを含むようにしても良い。これによって、適応的なＰＲＭＬ信号処理方式
を用いるＢｌｕｅシステム（Ｂｌｕ－ｒａｙ規格又はＨＤ－ＤＶＤ規格に準拠したシステ
ム）への対応も十分できるようになる。
【００２９】
　さらに、上で述べた第１算出ステップが、再生信号の信号状態に基づきターゲットレベ
ルの各値の設定を行うステップと、所定の検出パターンから特定される、ターゲットレベ
ルの値の遷移から上記基準状態を特定するステップと、検出された信号状態と基準状態と
の差の大きさを算出するステップとを含むようにしてもよい。
【００３０】
　本発明に係る光ディスク記録再生装置は、光ディスクに対するデータ記録の結果を再生
し、再生信号における所定の検出パターンを特定する手段と、所定の検出パターンに対応
する再生信号における信号状態を検出する手段と、検出された上記信号状態と所定の検出
パターンから特定され且つ再生信号の信号状態を反映して調整された基準状態とに基づく
第１の記録状態評価指標値を算出する手段とを有する。
【００３１】
　なお、上で述べた所定の検出パターンが複数の場合には、所定の検出パターンの各々に
ついての第１の記録状態評価指標値を用いて第２の記録状態評価指標値を算出する第２算
出手段をさらに有するようにしてもよい。
【００３２】
　さらに、本発明に係る光ディスク記録再生装置は、第２の記録状態評価指標値に基づき
、データ記録の記録条件を変更する第１変更手段をさらに有するようにしてもよい。
【００３３】
　また、上で述べた第２算出手段が、所定の検出パターンの出現確率と第１の記録条件評
価指標値との積和を算出するようにしてもよい。
【００３４】
　さらに、本発明に係る光ディスク記録再生装置が、第２の記録状態評価指標値が所定の
閾値を超えるか判断する手段と、第２の記録状態評価指標値が所定の閾値を超える場合、
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第２の記録状態評価指標値に所定のレベル以上影響を与える検出パターンを、対応する第
１の記録状態評価指標値に基づき特定する手段とをさらに有するようにしてもよい。
【００３５】
　また、本発明に係る光ディスク記録再生装置が、特定された上記検出パターンについて
の第１の記録状態評価指標値に基づき、データ記録において用いられる記録パラメータを
変更する第２変更手段をさらに有するようにしてもよい。
【００３６】
　本発明に係る第１の光情報記録媒体には、再生信号における所定の検出パターンに対応
する、再生信号における信号状態と所定の検出パターンから特定され且つ再生信号の信号
状態を反映して調整された基準状態との乖離に応じた第１の記録状態評価指標値と当該所
定の検出パターンの出現確率との積和によって算出される第２の記録状態評価指標値の閾
値が記録されている。
【００３７】
　本発明に係る第２の光情報記録媒体には、再生信号における所定の検出パターンに対応
する、前記再生信号における信号状態と前記所定の検出パターンから特定され且つ再生信
号の信号状態を反映して調整された基準状態との乖離に応じた第１の記録状態評価指標値
と当該所定の検出パターンの出現確率との積和によって算出される第２の記録状態評価指
標値と当該第２の記録条件評価指標値を算出する元となるデータ記録の記録条件との関係
を表すデータが記録されている。
【００３８】
　本発明に係る第３の光情報記録媒体には、再生信号における所定の検出パターンに対応
する、再生信号における信号状態と所定の検出パターンから特定され且つ再生信号の信号
状態を反映して調整された基準状態との乖離に応じた記録状態評価指標値と当該記録状態
評価指標値を算出する元となるデータ記録の記録パラメータとの関係を表すデータが記録
されている。
【００３９】
　本発明のデータ記録評価方法をプロセッサに実行させるためのプログラムを作成するこ
とができ、当該プログラムは、例えばフレキシブル・ディスク、ＣＤ－ＲＯＭなどの光デ
ィスク、光磁気ディスク、半導体メモリ、ハードディスク等の記憶媒体又は記憶装置若し
くはプロセッサの不揮発性メモリに格納される。また、ネットワークを介してディジタル
信号にて頒布される場合もある。なお、処理途中のデータについては、プロセッサのメモ
リ等の記憶装置に一時保管される。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明によれば、適応的なＰＲＭＬに対応する新規な評価指標を導入してデータ記録を
総合的に評価できるようになる。
【００４１】
　また、本発明の他の側面によれば、適応的なＰＲＭＬに対応する新規な評価指標を導入
して個別の記録パターンについての評価を適切に行えるようになる。
【００４２】
　さらに、本発明の他の側面によれば、適応的なＰＲＭＬに対応する、データ記録の総合
的な評価と個別の記録パターンについてのデータ記録の評価とを適切に関連付けることが
できるようになる。
【００４３】
　さらに、本発明の他の側面によれば、適応的なＰＲＭＬに対応する、データ記録の評価
に基づき記録条件又は記録パラメータを適切に調整することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
［発明の原理］
（１）パターン別ＰＲｅｒｒｏｒ
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　例えば、４Ｔの長さのマーク（ピットとも記す）の両側に３Ｔの長さのスペース（ラン
ドとも記す）が隣接するパターンを読み取った場合における振幅レベルを図１に示す。図
１では、縦軸が振幅レベルを表し、横軸がデータサンプルの順番を表している。上で述べ
たようなパターンの理想的な検出信号（理想信号）は、Ｂｌｕ－ｒａｙ規格に用いられる
ＰＲ（１，２，２，１）を用いている場合には、１，３，５，６，５，３，１となる。こ
れに対して実際の検出信号は、図１に示すように、ハード、メディア（ディスクとも呼ぶ
）、記録条件に依存して、理想状態との乖離が生じる。そこで、式（１）を用いて、理想
信号と検出信号との乖離量を定量化し、記録状態の評価を行う。
【００４５】
【数１】

【００４６】
　ここで、Ｄ（ｘ）は検出信号の値、Ｒ（ｘ）は理想信号の値、ｘはデータプロファイル
番号、ａは演算開始データ番号、ｎは演算データサンプル数［個］、ｐは記録パターン種
別（番号）を表す。
【００４７】
　なお、Ｂｌｕ－ｒａｙ規格のＰＲ（１，２，２，１）ではなく、　ＨＤ－ＤＶＤ規格に
用いられるＰＲ（１，２，２，２，１）等であってもよい。また、マーク部での反射光量
がスペース部の反射光量よりも大きくなるメディア条件における例を示すが、マーク部で
の反射光量がスペース部の反射光量よりも小さくなるメディア条件であっても良い。さら
に、上で述べたパターンは一例であって、他のパターンについても式（１）で評価できる
。
【００４８】
　例えば、ａ＝１且つｎ＝７で、ピーク値を中心とした７点を用いてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐ
ｔｎ（ｐ）を算出するが、ａ＝３且つｎ＝３といったようにピーク値を中心とした３点に
よってＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を算出するようにしても良い。また、ｐは記録パタ
ーンを特定するために割り当てた番号であり、その数は、評価に必要となる記録パターン
数であり、記録パターンの単位構成をいくつの符号の並びと定義するかによっても変わっ
てくる。また、図１の例では、スペース＿マーク＿スペース、又はマーク＿スペース＿マ
ークによって１つの記録パターンを構成していたが、これ以外の組み合わせでパターンを
構成するようにしても良い。
【００４９】
　さらに、式（１）では、記録パターンｐを１回検出した際の演算を示しているが、実際
には、記録又は検出バラツキの影響を考慮して、複数個（ｃｎｔ（ｐ））の値の平均値を
得ることが望ましい。ｃｎｔ（ｐ）は、所定長のサンプルデータの中で得た記録パターン
ｐの検出カウント数であり、最終的なＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値の導出にあたっ
ては、検出毎に算出されるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（
ｐ，ｃｎｔ（ｐ））としてメモリに記録し、それを平均化したものを用いることが好まし
い。
【００５０】
（２）総合評価指標ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌ
　次に、上で述べたＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を用いて、再生信号を総合的に評価す
る方法について説明する。
【００５１】
　所定のデータ範囲内における、記録パターンｐの出現頻度はそれぞれ異なり、記録特性
に対する影響度合いもそれぞれ異なる。すなわち、出現頻度の高い記録パターンほど記録
特性に影響を及ぼしやすい。よって、再生信号の記録特性を総合的に評価するにあたって
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、記録パターンｐの特性値ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）と、所定のデータ範囲における
記録パターンｐの出現確率（又は出現頻度）を用いて、再生信号の記録特性を総合的に定
量化した評価指標ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを算出することが好ましい。具体的には、以下
の式でＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを算出するものとする。
【００５２】
【数２】

【００５３】
　図２に、記録パターンとその出現確率の関係の一例を示す。図２において縦軸は全記録
パターンに対する出現確率を表し、横軸は、３つの符号［Ｔ］の並びを１つの記録パター
ンとした場合における記録パターン種別を表している。ｙ及びｚはそれぞれ２つ目の符号
ｙ［Ｔ］、３つ目の符号ｚ［Ｔ］を示しており、その値は、Ｂｌｕ－ｒａｙ規格に用いら
れる１－７ＰＰ変調方式で表される２乃至８［Ｔ］（同期符号を含む場合には９［Ｔ］）
であり、図２において右へ行くほどその値は大きくなるものとする。図２から分かるよう
に、短い符号ほど出現確率が高く、長い符号を用いた記録パターンほどその出現確率が低
いことがわかる。
【００５４】
　上で述べたように、出現確率が高いということは、その記録パターンの記録特性（すな
わちＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ））の値の大小が、記録特性全体に与える影響が大きい
と言える。逆に考えると、出現確率が極端に低い記録パターンについては、その記録特性
（上で述べたＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ））の値の大小が、記録特性全体にあまり反映
されないため、考慮しなくとも良いとも言える。
【００５５】
　よって、図２に示すように、所定の出現確率を規定値として、当該規定値以上となる記
録パターンのみを有効パターンとして、再生信号の記録特性を総合的に定量化しても良い
。これにより、結果的に得たい特性値（ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌ）の精度を保ったまま、
当該特性値の演算負荷を低減させることが可能となる。
【００５６】
　図３に、上記出現確率の規定値を変化させた場合における所定の測定範囲内の全記録パ
ターンの総数に対する、有効パターンの総数の割合（パターン有効率）の変化と、その際
のＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの変化を示す。図３において、左側の縦軸はＰＲｅｒｒｏｒ＿
ｔｔｌの値を表し、右側の縦軸はパターン有効率を表し、横軸は有効パターンの規定値（
閾値）を表す。
【００５７】
　図３より、所定の規定値より出現確率の低い記録パターンを特性値ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔ
ｔｌの算出に用いない場合においても、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの精度を確保可能な規定
値の設定が可能であることを確認できる。すなわち、図３の検証結果においては、所定の
規定値を０．３％としてもＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌはほぼ変化しない。そして、有効パタ
ーン率が約７０％であるので、約３０％の演算負荷を低減することが可能である。
【００５８】
　このように、全記録パターンについてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を算出せずに、例
えば出現確率が０．３％以上である記録パターンについてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）
を算出することによって、精度を確保した上で、総合的な評価指標ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔ
ｌを算出することも可能である。
【００５９】
　次に、連続的に記録パワーを変化させた場合における、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの変化
を、現行の評価指標であるＤＣジッタ（ＤＣＪとも記す）及びシンボルエラーレート（Ｓ
ＥＲとも記す）と比較して図４及び図５に示す。図４において、右の縦軸はＤＣＪ［％］
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を表し、左の縦軸はＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを表し、横軸はパワーを表す。図５において
、右の縦軸はＳＥＲを表し、左の縦軸はＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを表し、横軸はパワーを
表す。
【００６０】
　図４及び図５より、本評価値ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌは現行評価指標（ＤＣＪ及びＳＥ
Ｒ）と相関の高い指標であることが分かる。従って、本評価値ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの
変化に応じて記録条件を調整することによって、記録特性を改善することができる。具体
的には、複数の記録条件についてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを計算できる場合には、最もＰ
Ｒｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌが小さくなる記録条件を採用し、設定することによって、最も好ま
しい記録特性を得ることができる。また、以下で詳細に述べるが、複数の記録条件につい
てＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを計算することができない場合でも、検出結果に基づき計算さ
れるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを用いて、記録条件を調整することもできる。
【００６１】
（３）総合評価指標ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌへの記録パターン別影響量評価
　次に、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを構成する記録パターン別影響量（ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐ
ｔｎ（ｐ））の比較から、記録パターン別に記録状態を評価する方法について説明する。
【００６２】
　図６は、特定のストラテジパラメータ（ｄＴｔｏｐ２Ｔ（２Ｔマーク記録用パルスの先
頭パルスの始端位置のシフト量）（但し、スペース２Ｔ後のみ））を変化させた場合にお
ける、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌとＳＥＲの変化を示している。図６では、左の縦軸はＰＲ
ｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを表し、右の縦軸はＳＥＲを表しており、横軸はｄＴｔｏｐ２Ｔを表
す。このように、ｄＴｔｏｐ２Ｔの変化に対して、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌとＳＥＲが同
様の変化をしていることが確認できる。
【００６３】
　さらに図７乃至図１０は、図６においてｄＴｔｏｐ２Ｔの補正量＝０のときのＰＲｅｒ
ｒｏｒ＿ｔｔｌを構成する記録パターン別影響量（ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ））を示
している。図７は、Ｐｉｔ＿ｆパターンとして、メイン符号がマークｎＴ［Ｔ］で、隣接
符号が前方のスペースｎＴ［Ｔ］の場合における各ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を示し
ている。また、図８は、Ｐｉｔ＿ｒパターンとして、メイン符号がマークｎＴ［Ｔ］で、
隣接符号が後方のスペースｎＴ［Ｔ］の場合における各ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を
示している。図９は、Ｌａｎｄ＿ｆパターンとして、メイン符号がスペースｎＴ［Ｔ］で
、隣接符号が前方のマークｎＴ［Ｔ］の場合における各ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を
示している。図１０は、Ｌａｎｄ＿ｒパターンとして、メイン符号がスペースｎＴ［Ｔ］
で、隣接符号が後方のマークｎＴ［Ｔ」の場合における各ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）
を示している。
【００６４】
　図７乃至図１０において、マーク２Ｔやスペース２Ｔのような短い符号を含むパターン
の影響量が大きいのは、２Ｔ符号は開口が開きにくく、理想状態との乖離が出やすい事と
、当該符号を含むパターンの出現確率が高い事によるものである。
【００６５】
　このように、総合指標値ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを構成するＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（
ｐ）によって、各記録パターンを評価することができる。
【００６６】
　なお、図７乃至図１０では、図表現の問題で、メイン符号と片側の隣接符号（前方又は
後方）の組合せパターンにおける影響量を示したが、実際のシステムにおいては、メイン
符号と両方の隣接符号（前方及び後方）の組合せパターンに対して評価してもよい。また
必要に応じて、隣接符号よりもさらに前方又はさらに後方の符号までを組合せパターンに
含めてもよい。
【００６７】
（４）ターゲットレベルの適応的な変更
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　Ｂｌｕ－ｒａｙ規格やＨＤ－ＤＶＤ規格といった高密度記録型光ディスクシステムにお
いては、高密度記録情報の再生に適したＰＲＭＬ信号処理方法が用いられている。近年で
は、このＰＲＭＬを用いてデータ復号した際のエラーを低減させるため、適応的に処理条
件を可変させる技術が提案されている。
【００６８】
　例えばＢｌｕ－ｒａｙ規格において用いられるＰＲ（１，２，２，１）特性を用いた際
のＭＬ（Maximum Likelihood）時ターゲットレベルについて図１１を用いて説明する。図
１１に示すように、ＰＲ（１，２，２，１）特性を用いた際のＭＬ時ターゲットレベルは
、０乃至６の７レベルであり、最小レベルが０、最大レベルが６、中心レベルが３、中心
レベルに最も近い上側のレベルが４であり、下側のレベルが２である。また、中心レベル
に２番目に近い上側のレベルは５であり、下側のレベルは１である。従来であれば、図１
１に示したように、各ターゲットレベルの間隔は、均等であり、固定的である。そして、
このターゲットレベルに基づき、波形等化後の再生信号の符号を判断する。
【００６９】
　また、図１２に、例えばＨＤ－ＤＶＤ規格において用いられるＰＲ（１，２，２，２，
１）特性を用いた際のＭＬ時ターゲットレベルについて説明する。図１２に示すように、
ＰＲ（１，２，２，２，１）特性を用いた際のＭＬ時ターゲットレベルは、０乃至８の９
レベルであり、最小レベルが０、最大レベルが８、中心レベルが４、中心レベルに最も近
い上側のレベルが５であり、下側のレベルが３である。また、中心レベルに２番目に近い
上側のレベルは６であり、下側のレベルは２である。さらに、中心レベルに３番目に近い
上側のレベルは７であり、下側のレベルは１である。従来であれば、図１２に示したよう
に、各ターゲットレベルの間隔は、均等であり、固定的である。そして、このターゲット
レベルに基づき、波形等化後の再生信号の符号を判断する。
【００７０】
　本発明の前提として、例えば波形等化後の再生信号に応じて、ターゲットレベルを適応
的に変化させることによって、再生時のエラーレートを低減させ、光ディスクから情報を
安定的に再生する技術がある。
【００７１】
　このようにターゲットレベルを適応的に変化させる方法としては、以下の付録で述べる
ような方法もあるが、その他の方法（例えば特開２００５－３４６８９７号公報）も存在
しており、本発明として何れを用いても良い。
【００７２】
　いずれの方法を用いてターゲットレベルを適応的に変化させるとしても、ターゲットレ
ベルを変化させれば、上の（１）で述べた理想再生信号の信号波形自体も変化する。
【００７３】
　例えば上で述べたように、４Ｔの長さのマーク（ピットとも記す）の両側に３Ｔの長さ
のスペース（ランドとも記す）が隣接するパターンを読み取った場合における、通常の理
想再生信号の振幅レベルは、Ｂｌｕ－ｒａｙ規格に用いられるＰＲ（１，２，２，１）を
用いている場合には、１，３，５，６，５，３，１となる。これに対して、図１３に示す
ようにターゲットレベル０乃至６が、設定値の欄に示すような値に変更された場合には、
理想再生信号は、１．３９９、２．９５０、６、２．９５０、２．９５０、１．３９９と
いった振幅レベルを通過する信号となる。
【００７４】
　このように再生信号の状態に応じてターゲットレベルを適応的に変化させる技術を適用
した後に、本発明の原理で述べた、ｄＴｔｏｐ２Ｔの補正量＝０のときのＰＲｅｒｒｏｒ
＿ｔｔｌを構成する記録パターン別影響量（ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ））を算出する
と、図７乃至図１０に対応して図１４乃至図１７が得られる。図１４乃至図１７を見れば
、明らかにＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値が小さくなっている。これは、ターゲット
レベルが再生信号の状態に応じて適応的に変更されたことによって、理想再生信号が変化
し、さらに再生信号と理想再生信号との乖離量が低減され、データ復号の安定性が向上し
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たことを表している。
【００７５】
　ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの値についても、ターゲットレベルが再生信号の状態に応じて
適応的に変更されたことによって改善する。図１８に、通常のＰＲＭＬの場合と、適応的
なＰＲＭＬの場合とで、記録パワーＰｗを変化させた場合のＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの変
化を示す。図１８において縦軸はＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを表し、横軸は記録パワーＰｗ
を表す。このように全体的にＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの値が改善している。これは、ＰＲ
ｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを構成する各ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）が低減したためである。
【００７６】
（５）ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）とストラテジパラメータの関係
　次に、ｄＴｔｏｐ２Ｔを連続的に変化（－２乃至＋１）させた場合における、パターン
別影響量（ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ））の変化について説明する。図１９乃至図２２
には、ｄＴｔｏｐ２Ｔの変化の影響が顕著に現れるＰｉｔ＿ｆパターン（メイン符号がマ
ークｎＴ［Ｔ］で、隣接符号が前方スペースｎＴ［Ｔ］）の変化を示す。
【００７７】
　図１９乃至図２２より、ｄＴｔｏｐ２Ｔの変動が、スペース２Ｔの後のマーク２Ｔとい
う記録パターンに対応するＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）に大きく影響を与えることが分
かる。特にｄＴｔｏｐ２Ｔ＝－２の場合（図１９）には顕著に増加している。
【００７８】
　次に、図２３に、ｄＴｔｏｐ２Ｔという記録パラメータの変動に対する、スペース２Ｔ
の後のマーク２Ｔという記録パターンのＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の変動を示す。図
２３において、縦軸はＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を表し、横軸はｄＴｔｏｐ２Ｔを表
している。また、菱形の点は、実際の計算値を表し、曲線は実際の計算値を基に２次曲線
回帰した結果を示している。このようなデータを用いれば、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ
）を用いて記録パラメータｄＴｔｏｐ２Ｔを最適化したり、調整したりすることができる
ようになる。
【００７９】
　なお、上ではｄＴｔｏｐ２Ｔの変化パラメータとした例を述べたが、当然ながら各種記
録パラメータに対して適用可能である。また、図１９乃至図２２においては、前方スペー
ス後のマークの組合せパターンにおける影響量の変化を見たが、当該組合せパターンの選
択は、記録パラメータによって決まる。また、特定の記録パターンのＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐ
ｔｎ（ｐ）が大きな値を示しており対処が必要と判断された場合には、調整対象とすべき
対応する記録パラメータも特定される。
【００８０】
［実施の形態］
　本発明の実施の形態に係る光記録再生システムの機能ブロック図を図２４に示す。本実
施の形態に係る光記録再生システムは、光ディスク１５に対してレーザ光を照射して記録
又は再生を行うための光学ユニット（ＰＵ）１と、光学ユニット１に含まれるフォトディ
テクタからの電気信号に対して次のステップのデジタル信号に変換しやすく波形等化処理
を行うプレイコライザ（Pre-EQ）３と、アナログ信号をデジタル信号に変化するＡＤＣ（
Analog Digital Converter）５、デジタル信号を符号間干渉が残る不完全な周波数レスポ
ンスに対して、ｎＴマークの長さ方向の中央位置の振幅レベルがピーク値となり、中央位
置からはなれるに従って隣接のｎＴスペースの影響を受ける振幅レベルの値を、例えば０
乃至６の７レベルの比率に等化させる等化器７と、等化器７で波形等化された再生ＲＦ信
号から最も確からしい標準符号系列に復号するビタビデコーダ９と、等化器７及びビタビ
デコーダ９からの出力を用いて処理を実施する制御部１１と、制御部１１からの設定出力
に応じて書き込みデータ（Writeデータ）のための記録波形を生成して光学ユニット１に
出力する記録波形生成部１３と、制御部１１の処理結果を格納するメモリ１７とを有する
。なお、光記録再生システムは、図示しないが、表示装置やパーソナルコンピュータに接
続され、場合によってはネットワークに接続して１又は複数のコンピュータなどと通信を
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行う場合もある。
【００８１】
　制御部１１は、等化器７の出力である再生ＲＦ信号とビタビデコーダ９の出力である最
尤復号符号データとを対応付ける符号識別部１１１と、符号識別部１１１からの符号デー
タに基づき予め設定された検出パターンの出現を検出すると振幅レベルの検出を指示する
検出指示部１１３と、検出指示部１１３からの指示に従って符号識別部１１１からの再生
ＲＦ信号に対して振幅レベルの検出処理を実施する検出部１１５と、検出部１１５からの
出力に基づきピークレベルを算出すると共に上で述べた複数のターゲットレベルの算出及
びビタビデコーダ９への設定、さらに本発明の原理で述べた演算、ストラテジの調整及び
設定などを実施する演算部１１７とを有する。また、演算部１１７は、例えば以下で説明
する機能を実施するためのプログラムと、プロセッサの組み合わせで実現されることもあ
る。その際、プロセッサ内のメモリにプログラムが格納されることもある。
【００８２】
　次に、図２５乃至図３１を用いて、光記録再生システムの処理内容について説明する。
まず最初に、データ記録に先立って行われる、光ディスク１５の最内周に設けられている
試し書き領域を用いた記録条件最適化処理について説明する。
【００８３】
　例えば制御部１１の演算部１１７は、予め定められた記録条件を記録波形生成部１３に
設定する（図２５：ステップＳ１）。そして、記録波形生成部１３は、予め定められた記
録パターンを、設定された記録条件に従って、光ディスク１５の試し書き領域に対してＰ
Ｕ１を介して書き込む（ステップＳ３）。そして、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）算出処
理を実施する（ステップＳ５）。このＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）算出処理については
、図２６を用いて説明する。
【００８４】
　まず、ＰＵ１、プレイコライザ３及び等化器７によって波形等化後の再生信号を生成し
（図２６：Ｓ５０１）、ビタビデコーダ９によって書き込み符号をデコードすると共に、
符号識別部１１１によって等化器７の出力とビタビデコーダ９の出力とを対応付ける。検
出指示部１１３は、例えば全検出パターン（検出された符号［Ｔ］列。）について、検出
部１１５に対して再生ＲＦ信号の振幅レベルを検出するように指示する。検出パターンに
ついては、ターゲットレベルの適応的な変更と、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の算出と
の両方で用いるので、上で述べた有効パターンのみでターゲットレベルの適応的変更を行
うことができるようであれば、有効パターンのみ検出するようにしてもよい。
【００８５】
　検出部１１５は、検出指示部１１３に従って再生ＲＦ信号の振幅レベルを検出し、検出
結果を演算部１１７に出力する。そして、演算部１１７は、検出部１１５の検出結果から
所定の演算を実施してターゲットレベルの適応的な変更を実施し（ステップＳ５０３）、
ビタビデコーダ９に設定する。このターゲットレベルの適応的な変更のための処理につい
ては、例えば付録に記載された方法を採用する。しかしながら、これに限定されるもので
はなく、他の方法を用いてターゲットレベルの適応的な変更を実施するようにしても良い
。そして、演算部１１７は、各検出パターンｐについてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を
算出し、メモリなどの記憶装置に格納する（ステップＳ５０５）。上でも述べたように、
検出パターンｐは何度も検出されるので、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）については平均
値を算出する。また、演算部１１７は、後に用いる特定の検出パターンｐcについての振
幅レベルを格納しておく。ピークの値のみを格納するようにしても良い。
　図２５の説明に戻って、演算部１１７は、ステップＳ５で算出された各検出パターンｐ
についてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）と、予めメモリに格納されている各検出パターン
ｐの出現確率とを用いてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを算出し、ステップＳ１で設定された記
録条件に対応してメモリなどの記憶装置に格納する（ステップＳ７）。このデータは、デ
ータ記録中における記録条件の調整においても用いられる。
【００８６】
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　そして、演算部１１７は、予め定められた全ての記録条件を設定したか判断し（ステッ
プＳ９）、未設定の記録条件が存在していればステップＳ１に戻る。一方、予め定められ
た全ての記録条件について設定が終わった場合には、各記録条件に対するＰＲｅｒｒｏｒ
＿ｔｔｌに基づき、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌが最小となる記録条件を最適記録条件として
特定する（ステップＳ１１）。例えば図４に示したようにＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌが最小
となる記録パワーなどが特定できるので、当該記録パワーなどを採用する。
【００８７】
　そして、演算部１１７は、当該最適記録条件を記録波形生成部１３に設定する（ステッ
プＳ１３）。また、最適記録条件における特定の記録パターンｐcについての振幅レベル
をレファレンス信号としてメモリなどの記憶装置に格納しておく（ステップＳ１５）。こ
のデータはデータ記録中における記録条件の調整において用いられる。
【００８８】
　このような処理を実施すれば、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌに基づき、試し書き領域を用い
た記録条件最適化処理を行って、最適な記録条件を設定することができるようになる。
【００８９】
　次に、試し書き領域における記録条件最適化処理の第２の例として、個別のＰＲｅｒｒ
ｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を用いる場合を示す。
【００９０】
　例えば制御部１１の演算部１１７は、予め定められた記録パラメータを記録波形生成部
１３に設定する（図２７：ステップＳ２１）。そして、記録波形生成部１３は、予め定め
られた記録パターンを、設定された記録パラメータに従って、光ディスク１５の試し書き
領域に対してＰＵ１を介して書き込む（ステップＳ２３）。そして、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐ
ｔｎ（ｐ）算出処理を実施する（ステップＳ２５）。この処理は図２６で説明した処理と
同じである。なお、算出されたＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）は、ステップＳ２１で設定
された記録パラメータに対応してメモリ１７に格納される。このデータはデータ記録中に
おける記録パラメータの調整において用いられる。上でも述べたように、検出パターンｐ
は何度も検出されるので、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）については平均値を算出する。
また、演算部１１７は、この検出パターンｐについての振幅レベルを格納しておく。ピー
クの値のみを格納するようにしても良い。
【００９１】
　そして、演算部１１７は、記録パラメータの予め定められた全ての値を設定したか判断
し（ステップＳ２７）、未設定の記録条件が存在していればステップＳ２１に戻る。一方
、記録パラメータの予め定められた全ての値について設定が終わった場合には、演算部１
１７は、記録パラメータの各値に対する各ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）に基づき、ＰＲ
ｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）が最小となる記録パラメータの値を最適値として特定する（ス
テップＳ２９）。上で述べたように、検出パターンｐ毎に、調整することが適切な記録パ
ラメータがあるので、ステップＳ２９では、当該調整することが適切な記録パラメータに
ついて、最適値を特定する。例えば図２３に示したように、スペース２Ｔの次にマーク２
Ｔという検出パターンｐについてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）が最小となるｄＴｔｏｐ
２Ｔの値（－１）が特定できるので、当該ｄＴｔｏｐ２Ｔの値を採用する。
【００９２】
　そして、演算部１１７は、特定された最適値を記録波形生成部１３に設定する（ステッ
プＳ３１）。また、最適値における上記検出パターンｐについての振幅レベルをレファレ
ンス信号としてメモリなどの記憶装置に格納しておく（ステップＳ３３）。このデータは
データ記録中における記録パラメータの調整において用いられる。
【００９３】
　このような処理を実施すれば、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）に基づき、試し書き領域
を用いた記録パラメータ最適化処理を行って、少なくとも一部の記録パラメータについて
最適化することができるようになる。
【００９４】
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　次に、データ記録を開始した後に記録条件を調整する際の処理について第１の例を図２
８及び図２９を用いて説明する。
【００９５】
　記録波形生成部１３は、書き込むべきデータを、設定された記録条件に従って、ＰＵ１
を介して書き込む（ステップＳ４１）。ここでは、所定量のデータ又は所定時間書き込み
を行うものとする。そして、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）算出処理を実施する（ステッ
プＳ４５）。ここでは、図２６に示したような処理を実施する。各検出パターンｐについ
てのＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）は、メモリ１７に格納される。上でも述べたように、
検出パターンｐは何度も検出されるので、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）については平均
値を算出する。また、演算部１１７は、後に用いる特定の検出パターンｐcについての振
幅レベルを格納しておく。ピークの値のみを格納するようにしても良い。
【００９６】
　その後、演算部１１７は、ステップＳ４５で算出された各検出パターンｐについてＰＲ
ｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）と、予めメモリに格納されている各検出パターンｐの出現確率
とを用いてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを算出し、メモリ１７に格納する（ステップＳ４７）
。
【００９７】
　そして、演算部１１７は、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌが予め定められた閾値を超えたか判
断する（ステップＳ４９）。ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌが予め定められた閾値未満である場
合には、記録条件の調整は今回は不要であるからステップＳ５５に移行する。一方、ＰＲ
ｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌが予め定められた閾値を超えた場合には、演算部１１７は、ＰＲｅｒ
ｒｏｒ＿ｔｔｌベースの記録条件補正量決定処理を実施する（ステップＳ５１）。
【００９８】
　記録条件補正量決定処理については、図２９を用いて説明する。まず、演算部１１７は
、特定の検出パターンｐcについての振幅レベルと、例えばステップＳ１５で特定された
レファレンス信号との差を算出する（ステップＳ６１）。上で述べたようにピーク値の差
を算出するようにしても良いし、ピーク以外の部分の差を加算するようにしても良い。な
お、ステップＳ４９でＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌが予め定められた閾値を超えると判断され
ている場合であるから、振幅レベルとレファレンス信号との差が０になることはないもの
とする。
【００９９】
　そして、演算部１１７は、差が正であるか判断する（ステップＳ６３）。差が正であれ
ば、差が正であってステップＳ４７で算出されたＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの値に対応する
記録条件をＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌと記録条件の関係（ステップＳ７の結果）から特定す
る（ステップＳ６５）。図４に示したような場合、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの値は、記録
パワーが３．３ｍＷの場合に最小となり、記録パワーが減少しても増加しても増加する。
そのため、ステップＳ４７で算出されたＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの値が例えば０．０１５
である場合、対応する記録パワーは約３．１ｍＷ又は約３．７ｍＷのいずれかとなる。い
ずれであるかによって補正の方向及び補正量が異なる。３．１ｍＷであれば０．２ｍＷ増
加させるようにする。３．７ｍＷであれば、０．４ｍＷ減少させるようにする。いずれで
あるかは、データ記録を行うメディアの特性、記録条件、検出パターンのうち少なくとも
１つの条件によって決定される。例えば、記録パワーの増加に応じて振幅レベルが増加す
るようなメディアであるのか、記録パワーの増加に応じて振幅レベルが減少するようなメ
ディアであるのかを、メディアに予め記録されているタイプ識別コードに基づき判断する
。そして、例えば、記録パワーの増加に応じて振幅レベルが増加し且つ上記差が正である
場合には、記録パワーが高すぎる、すなわち約３．７ｍＷと同様の状態であると判断でき
る。従って、記録パワーを０．４ｍＷ減少させるようにする。一方、記録パワーの増加に
応じて振幅レベルが減少し且つ上記差が正である場合には、記録パワーが低すぎる、すな
わち約３．１ｍＷと同様の状態であると判断できる。従って、記録パワーを０．２ｍＷ増
加させる。なお、タイプ識別コードではなく、テスト記録の際に実際に判別して当該判別
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結果に基づき判断するようにしても良い。このような関係を予め特定しておき、ステップ
Ｓ６５では、いずれの記録条件に該当するかを特定する。
【０１００】
　そして、演算部１１７は、特定された記録条件と最適記録条件との差を補正量として算
出する（ステップＳ６９）。そして元の処理に戻る。
【０１０１】
　一方、差が負であれば、差が負であってステップＳ４７で算出されたＰＲｅｒｒｏｒ＿
ｔｔｌの値に対応する記録条件をＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌと記録条件の関係から特定する
（ステップＳ６７）。例えば、メディアのタイプ識別コードから記録パワーの増加に応じ
て振幅レベルが増加すると判断され且つ上記差が負である場合には、記録パワーが低すぎ
る、すなわち約３．１ｍＷと同様の状態であると判断できる。従って、記録パワーを０．
２ｍＷ増加させるようにする。一方、メディアのタイプ識別コードから記録パワーの増加
に応じて振幅レベルが減少すると判断され且つ上記差が負である場合には、記録パワーが
高すぎる、すなわち約３．７ｍＷと同様の状態であると判断できる。従って、記録パワー
を０．４ｍＷ減少させる。このような関係を予め特定しておき、ステップＳ６７ではいず
れの記録条件に該当するかを特定する。そして、ステップＳ６９に移行する。
【０１０２】
　図２８の説明に戻って、演算部１１７は、ステップＳ５１で決定された記録条件補正量
を、記録波形生成部１３に設定する（ステップＳ５３）。そしてデータ記録が終了である
か判断し（ステップＳ５５）、データ記録が終了でない場合にはステップＳ４１に戻る。
一方、データ記録が終了である場合には処理を終了する。
【０１０３】
　以上のような処理を実施することによって、データ記録中であっても記録条件の調整を
行うことができるようになる。
【０１０４】
　次に、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）をベースに記録パラメータを補正する場合の処理
について図３０及び図３１を用いて説明する。
【０１０５】
　記録波形生成部１３は、書き込むべきデータを、設定された記録条件に従って、ＰＵ１
を介して書き込む（図３０：ステップＳ７１）。ここでは、所定量のデータ又は所定時間
書き込みを行うものとする。そして、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）算出処理を実施する
（ステップＳ７３）。本処理については図２６の処理を実施する。なお、各検出パターン
ｐについてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を算出し、メモリ１７に格納する。上でも述べ
たように、検出パターンｐは何度も検出されるので、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）につ
いては平均値を算出する。また、演算部１１７は、後に用いる特定の検出パターンｐcに
ついての振幅レベルを格納しておく。ピークの値のみを格納するようにしても良い。
【０１０６】
　その後、演算部１１７は、ステップＳ７３で算出された各検出パターンｐについてＰＲ
ｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）と、予めメモリに格納されている各検出パターンｐの出現確率
とを用いてＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌを算出し、メモリなどの記憶装置に格納する（ステッ
プＳ７５）。
【０１０７】
　そして、演算部１１７は、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌが予め定められた閾値を超えたか判
断する（ステップＳ７７）。ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌが予め定められた閾値未満である場
合には、記録条件の調整は今回は不要であるからステップＳ８７に移行する。一方、ＰＲ
ｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌが予め定められた閾値を超えた場合には、演算部１１７は、所定の閾
値を超えるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）を特定する（ステップＳ７９）。所定の閾値を
超えたものではなく、上位所定数であってもよい。そして、特定されたＰＲｅｒｒｏｒ＿
ｐｔｎ（ｐ）に係る検出パターンｐに対応する記録パラメータを特定する（ステップＳ８
１）。例えば、スペース２Ｔの次にマーク２Ｔが設けられたパターンの場合にはｄＴｔｏ
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ｐ２Ｔといったように、パターンのＩＤに予め対応付けて例えばメモリなどに格納してお
き、当該対応関係を用いる。
【０１０８】
　そして、演算部１１７は、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）ベースの記録パラメータ補正
量決定処理を実施する（ステップＳ８３）。
【０１０９】
　記録パラメータ補正量決定処理については、図３１を用いて説明する。まず、演算部１
１７は、特定の検出パターンｐcについての振幅レベルと、例えばステップＳ３３で特定
されたレファレンス信号との差を算出する（ステップＳ９１）。上で述べたようにピーク
値の差を算出するようにしても良いし、ピーク以外の部分の差を加算するようにしても良
い。なお、ステップＳ７７でＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌが予め定められた閾値を超えると判
断されている場合であるから、振幅レベルとレファレンス信号との差が０になることはな
いものとする。
【０１１０】
　そして、演算部１１７は、差が正であるか判断する（ステップＳ９３）。差が正であれ
ば、差が正であってステップＳ７９で特定されたＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値に対
応する記録パラメータの値をＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）と記録パラメータの関係（ス
テップＳ２５の結果）から特定する（ステップＳ９５）。図２３に示したような場合、Ｐ
Ｒｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値は、ｄＴｔｏｐ２Ｔが約０の場合に最小となり、ｄＴｔ
ｏｐ２Ｔが減少しても増加しても増加する。そのため、ステップＳ７３で算出されたＰＲ
ｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値が例えば０．００５である場合、対応するｄＴｔｏｐ２Ｔ
は約－１又は約０．９５のいずれかとなる。いずれであるかによって補正の方向及び補正
量が異なる。－１であれば１増加させるようにする。０．９５であれば、０．９５減少さ
せるようにする。いずれであるかは、データ記録を行うメディアの特性、記録条件、検出
パターンのうち少なくとも１つの条件によって決定される。メディアの特性については、
以下のように判別することが好ましい。例えばステップＳ２５で記録パラメータの各値に
ついて検出パターンｐについての振幅レベルを格納しておくが、何回かステップＳ２５を
実行することによって、記録パラメータが増加すると振幅レベルが増加するのか減少する
のかを判別して保持しておき、当該判別結果を用いる。例えば、判別結果からｄＴｔｏｐ
２Ｔの増加に応じて振幅レベルが増加すると判断され且つ上記差が正である場合には、ｄ
Ｔｔｏｐ２Ｔが高すぎる、すなわち０．９５と同様の状態であると判断できる。従って、
ｄＴｔｏｐ２Ｔを０．９５減少させるようにする。一方、判別結果からｄＴｔｏｐ２Ｔの
増加に応じて振幅レベルが減少すると判断され且つ上記差が正である場合には、ｄＴｔｏ
ｐ２Ｔが低すぎる、すなわち約－１と同様の状態であると判断できる。従って、ｄＴｔｏ
ｐ２Ｔを１増加させる。このような関係を予め特定しておき、ステップＳ９５では、いず
れの記録条件に該当するかを特定する。
【０１１１】
　そして、演算部１１７は、特定された記録パラメータの値と記録パラメータの最適値と
の差を補正量として算出する（ステップＳ９９）。そして元の処理に戻る。
【０１１２】
　一方、差が負であれば、差が負であってＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の値に対応する
記録パラメータの値をＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）と記録パラメータの関係から特定す
る（ステップＳ９７）。例えば、事前の判別結果からｄＴｔｏｐ２Ｔの増加に応じて振幅
レベルが増加すると判断され且つ上記差が負である場合には、ｄＴｔｏｐ２Ｔが低すぎる
、すなわち約－１と同様の状態であると判断できる。従って、ｄＴｔｏｐ２Ｔを０．９増
加させるようにする。一方、事前の判別結果からｄＴｔｏｐ２Ｔの増加に応じて振幅レベ
ルが減少と判断され且つ上記差が負である場合には、ｄＴｔｏｐ２Ｔが高すぎる、すなわ
ち約０．７と同様の状態であると判断できる。従って、ｄＴｔｏｐ２Ｔを０．８減少させ
る。このような関係を予め特定しておき、ステップＳ９７ではいずれの記録条件に該当す
るかを特定する。そして、ステップＳ９９に移行する。
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【０１１３】
　図３０の説明に戻って、演算部１１７は、ステップＳ８３で決定された記録パラメータ
の補正量を、記録波形生成部１３に設定する（ステップＳ８５）。そしてデータ記録が終
了であるか判断し（ステップＳ８７）、データ記録が終了でない場合にはステップＳ７１
に戻る。一方、データ記録が終了である場合には処理を終了する。
【０１１４】
　以上のような処理を実施することによって、データ記録中であっても記録パラメータの
調整を行うことができるようになる。
【０１１５】
　なお、図２９又は図３１の処理フローにおけるレファレンス信号の値、図４や図２３の
ようなＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌと記録条件の関係やＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）と記録
パラメータの関係については、図２５又は図２７の処理フローにおいて取得するような例
を示したが、予めメモリに格納しておくようにしても良い。光記録再生システムがネット
ワークに接続されている場合には、他のコンピュータからデータを取得するようにしても
良い。さらに、図２５又は図２７の処理フローにおいて予めメモリなどに記憶されている
データを修正又は更新するようにしても良い。
【０１１６】
　また、図２９又は図３１では、一旦データ記録を中断する場合を示しているが、データ
記録と並行して記録条件や記録パラメータを調整するようにしても良い。
【０１１７】
　さらに、図２５や図２７では、１つの記録条件などでデータ記録を行った後に再生を行
い、さらに他の記録条件などでデータ記録を行った後に再生を行う例を示したが、一度全
ての記録条件においてデータ記録を行ってから、再生を行うようにしても良い。
【０１１８】
　その他処理フローについては必要に応じて変更することができる。
【０１１９】
　以上本発明の実施の形態を説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例え
ば、図２４に示した光記録再生システムの機能ブロック図は一例であって、上で述べた機
能を実現できれば図２４の機能ブロック構成に限定されるわけではない。
【０１２０】
　また、上ではｄＴｔｏｐ２Ｔを調整する例を示したが、逆に後方のスペースに対する調
整が必要な場合は、記録パルスの立ち下がりパラメータであるＴlｐを調整するといった
ように、検出パターンに応じて予め適切な記録パラメータが特定され、調整される。
【０１２１】
　上で述べた実施の形態では、演算部１１７に内蔵されるメモリ又は演算部１１７の外部
のメモリにデータ記録中における記録条件などの調整処理に用いられる閾値などの基準デ
ータを格納している例を示したが、必ずしもメモリに保持しておく必要はない。例えば、
光ディスク１５に保持させておいても良い。光ディスク１５に保持させる場合には、図３
２に示すようなＬｅａｄ－ｉｎ領域の中に保持しておく。Ｌｅａｄ－ｉｎ領域は、システ
ムＬｅａｄ－ｉｎ領域と、コネクション領域と、データＬｅａｄ－ｉｎ領域とに大きく分
かれており、システムＬｅａｄ－ｉｎ領域は、イニシャル・ゾーン、バッファ・ゾーン、
コントロールデータ・ゾーン、バッファ・ゾーンを含む。また、コネクション領域は、コ
ネクション・ゾーンを含む。さらに、データＬｅａｄ－ｉｎ領域は、ガードトラック・ゾ
ーン、ディスクテスト・ゾーン、ドライブテスト・ゾーン、ガードトラック・ゾーン、Ｒ
ＭＤデュープリケーション・ゾーン、レコーディングマネジメント・ゾーン、Ｒ－フィジ
カルフォーマットインフォメーション・ゾーン、リファレンスコード・ゾーンを含む。本
実施の形態では、システムＬｅａｄ－ｉｎ領域のコントロールデータ・ゾーンに、レコー
ディングコンディションデータ・ゾーン１７０を含むようにする。
【０１２２】
　このレコーディングコンディションデータ・ゾーン１７０に、メモリに保持させるとし
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た基準データを保持させ、必要な時に読み出すようにする。この記録すべき値については
、光ディスク１５の平均的な値を一律に登録するようにしても良いし、その光ディスク１
５について出荷前のテストに応じた値を登録するようにしても良い。
【０１２３】
　このように記録が行われる光ディスク１５に応じた値を光ディスク１５が保持すること
によって、ドライブ側の処理負荷を下げることができる場合もある。なお、必要に応じて
光ディスク１５に保持している値を修正して用いる場合もある。
【０１２４】
［付録］
　図３３及び図３４を用いて、ターゲットレベルの動的な設定方法について具体的に述べ
る。
【０１２５】
　まず、再生に係る光ディスクに対してレーザ光を照射して当該光ディスクからの反射光
を受信して、当該反射光を電気信号に変換した後、ディジタル信号に変換して再生信号を
生成する（図３３：ステップＳ１０１）。また、生成した再生信号に対して波形等化処理
を実施する（ステップＳ１０３）。そして、波形等化後の再生信号について符号識別を実
施して、所定符号のピークレベルを検出する（ステップＳ１０５）。
【０１２６】
　具体的には、Ｂｌｕ-ｒａｙ規格の場合には、最短符号のマーク及びスペースのピーク
値の平均値と、最短符号の次に短い符号のマーク及びスペースのピーク値の平均値と、最
短符号の次の次に短い符号のマーク及びスペースのピーク値の平均値又は最短符号の２倍
より長い符号長を有する符号の中で出現確率が高い上位２つの符号のうち少なくとも一方
の符号のマーク及びスペースのピーク値の平均値と、５Ｔ以上の符号のマーク及びスペー
スのピーク値の平均値とを、ピークレベルとして検出する。
【０１２７】
　また、ＨＤ－ＤＶＤ規格の場合には、最短符号のマーク及びスペースのピーク値の平均
値と、最短符号の次に短い符号のマーク及びスペースのピーク値の平均値と、最短符号の
次の次に短い符号のマーク及びスペースのピーク値の平均値と、最短符号の２倍より長い
符号長を有する符号の中で出現確率が高い上位２つの符号のうち少なくとも一方の符号の
マーク及びスペースのピーク値の平均値と、５Ｔ以上の符号のマーク及びスペースのピー
ク値の平均値とを、ピークレベルとして検出する。
【０１２８】
　そして、検出ピークレベルの相対的な位置関係に基づきターゲットレベルを決定し、ビ
タビ復号処理を実施する処理部に設定する（ステップＳ１０７）。以下、本ステップの内
容を具体的に説明する。
【０１２９】
（１）中心レベル［ＰＲ（１，２，２，１）特性の場合のターゲットレベル”３”］
　　　　　　　　［ＰＲ（１，２，２，２，１）特性の場合のターゲットレベル”４”］
　最短符号のマークのピークレベルと最短符号のスペースのピークレベルとの中間レベル
を、５Ｔ以上の符号のマーク及びスペースのピークレベルで規格化した値を、ビタビ復号
に用いる複数のターゲットレベルにおける中心レベル（具体的には上で述べたレベル）と
して設定する。
【０１３０】
（２）中心レベルに最も近い上のレベルと下のレベル
［ＰＲ（１，２，２，１）特性の場合のターゲットレベル”２”及び”４”］
［ＰＲ（１，２，２，２，１）特性の場合のターゲットレベル”３”及び”５”］
　５Ｔ以上の符号のマーク及びスペースのピークレベルに対する、最短符号のマークのピ
ークレベルの相対的位置関係と、最短符号のスペースのピークレベルの相対的位置関係と
から、ビタビ復号に用いるターゲットレベルにおける中心レベルに最も近い上のレベルの
値と下のレベルの値とを算出する。
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【０１３１】
　なお、マーク及びスペースの関係は、記録方式（High to Low／Low to High）によって
極性が変わる。High to Lowの場合、最短符号マークのピークレベルを用いて下側のレベ
ルを決定し、最短符号のスペースのピークレベルを用いて上側のレベルを決定する。Low 
to Highの場合には、この逆になる。以下においても、記録方式によるマーク及びスペー
スの関係は、同様である。
【０１３２】
（３）中心レベルに２番目に近い上のレベル及び下のレベル
［ＰＲ（１，２，２，１）特性の場合のターゲットレベル”１”及び”５”］
［ＰＲ（１，２，２，２，１）特性の場合のターゲットレベル”２”及び”６”］
　５Ｔ以上の符号のマーク及びスペースのピークレベルに対する、最短符号の次に短い符
号のマークのピークレベルの相対的位置関係と、最短符号の次に短い符号のスペースのピ
ークレベルの相対的位置関係とから、ビタビ復号に用いるターゲットレベルにおける中心
レベルに２番目に近い上のレベル及び下のレベルを決定する。記録方式によって、マーク
とスペースのうちいずれが中心レベルに２番目に近い上のレベルか、下のレベルかについ
ては上で述べた例と同じように決定される。
【０１３３】
（４）中心レベルに３番目に近い上のレベル及び下のレベル
［ＰＲ（１，２，２，１）特性の場合のターゲットレベル”０”及び”６”］
［ＰＲ（１，２，２，２，１）特性の場合のターゲットレベル”１”及び”７”］
　５Ｔ以上の符号のマーク及びスペースのピークレベルに対する、最短符号の次の次に短
い符号のマークのピークレベルの相対的位置関係と、最短符号の次の次に短いスペースの
ピークレベルの相対的位置関係とから、ビタビ復号に用いるターゲットレベルにおける中
心レベルに３番目に近い上のレベル及び下のレベルを決定する。記録方式によって、マー
クとスペースのうちいずれが中心レベルに３番目に近い上のレベルか、下のレベルかにつ
いては、上で述べた例と同じように決定される。
【０１３４】
（５）最大レベル及び最小レベル
［ＰＲ（１，２，２，１）特性の場合のターゲットレベル”０”及び”６”］
［ＰＲ（１，２，２，２，１）特性の場合のターゲットレベル”０”及び”８”］
　最短符号の２倍より長い符号長を有する符号の中で、出現確率が高い上位２つの符号の
うち少なくとも一方の符号のマーク及びスペースの各ピークレベルを、ビタビ復号に用い
るターゲットレベルにおける最大レベル及び最小レベルとして決定する。記録方式によっ
て、マークとスペースのうちいずれが最大レベルか、最小レベルかについては、上で述べ
た例と同じように決定される。
【０１３５】
　なお、ピークレベルをそのままターゲットレベルに用いるのではなく、例えば適切な係
数を乗じた値をターゲットレベルの値に用いるようにしても良い。また、ＰＲ（１，２，
２，１）の場合、（４）と（５）のいずれを採用しても良い。　
【０１３６】
　以上のような処理を実施することによって、従来では均等間隔で並んでいたターゲット
レベルが、ピークレベルの実状態に応じた非均等間隔に配列されるようになる。
【０１３７】
　ここで図３４及び図１３を用いてＢｌｕ-ｒａｙ規格の場合の具体的なターゲットレベ
ル設定例を示す。図３４の例では、６Ｔ符号のスペース及びマークの振幅幅で規格化した
場合における各符号のレベル値を示している。なお、記録方式は、Low to Highとなって
いる。すなわち、６Ｔスペースのピークレベルをターゲットレベル”０”と設定し、６Ｔ
マークのピークレベルをターゲットレベル”６”と設定する。このような前提の下、２Ｔ
マークのピークレベルと２Ｔスペースのピークレベルとの中間レベルの規格化値を、中心
レベルであるターゲットレベル”３”と設定する。さらに、２Ｔスペースのピークレベル
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の規格化値をターゲットレベル”２”と設定し、２Ｔマークのピークレベルの規格化値を
ターゲットレベル”４”と設定する。さらに、３Ｔスペースのピークレベルの規格化値を
ターゲットレベル”１”と設定し、３Ｔマークのピークレベルの規格化値をターゲットレ
ベル”５”と設定する。
【０１３８】
　このように各ターゲットレベルの値を算出すると、図１３に示すようになる。図１３に
示すように、ターゲットレベル”６”と”０”については、固定的であるが、その他のタ
ーゲットレベルの値は、非等間隔に配列されることが分かる。
【０１３９】
　以上のように算出された値を、ビタビ復号を実施する処理部に設定することによって、
以後の再生における符号識別ではエラーレートが下がることが期待される。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】振幅レベルの時間遷移を示す図である。
【図２】記録パターンと出現確率の関係を表す図である。
【図３】有効パターンとＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌ及びパターン有効率の関係を表す図であ
る。
【図４】記録パワーとＤＣＪ及びＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの関係を表す図である。
【図５】記録パワーとＳＥＲ及びＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの関係を表す図である。
【図６】記録パラメータｄＴｔｏｐ２ＴとＳＥＲ及びＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌの関係を表
す図である。
【図７】記録パターンを変化させた場合におけるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の変化を
示す図である。
【図８】記録パターンを変化させた場合におけるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の変化を
示す図である。
【図９】記録パターンを変化させた場合におけるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の変化を
示す図である。
【図１０】記録パターンを変化させた場合におけるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の変化
を示す図である。
【図１１】ＰＲ（１，２，２，１）の場合のターゲットレベルの説明を行うための図であ
る。
【図１２】ＰＲ（１，２，２，２，１）の場合のターゲットレベルの説明を行うための図
である。
【図１３】ターゲットレベルの変更について説明するための図である。
【図１４】ターゲットレベルの変更を行った場合におけるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）
の変化を示す図である。
【図１５】ターゲットレベルの変更を行った場合におけるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）
の変化を示す図である。
【図１６】ターゲットレベルの変更を行った場合におけるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）
の変化を示す図である。
【図１７】ターゲットレベルの変更を行った場合におけるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）
の変化を示す図である。
【図１８】通常のＰＲＭＬと適応的なＰＲＭＬとの、ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｔｔｌについての
差を説明するための図である。
【図１９】記録パラメータを変化させた場合におけるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の変
化を表す図である。
【図２０】記録パラメータを変化させた場合におけるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の変
化を表す図である。
【図２１】記録パラメータを変化させた場合におけるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の変
化を表す図である。
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【図２２】記録パラメータを変化させた場合におけるＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の変
化を表す図である。
【図２３】ｄＴｔｏｐ２ＴとＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）の関係を表す図である。
【図２４】本発明の実施の形態に係る光記録再生システムの機能ブロック図である。
【図２５】データ記録前に記録条件を最適化するための処理フローを示す図である。
【図２６】ＰＲｅｒｒｏｒ＿ｐｔｎ（ｐ）算出処理の処理フローを示す図である。
【図２７】データ記録前に記録パラメータを最適化するための処理フローを示す図である
。
【図２８】データ記録中に記録条件を補正するための処理フローを示す図である。
【図２９】記録条件補正量決定処理の処理フローを示す図である。
【図３０】データ記録中に記録パラメータを補正するための処理フローを示す図である。
【図３１】記録パラメータ補正量決定処理の処理フローを示す図である。
【図３２】基準データを光ディスクに格納する際のデータ構造の一例を示す図である。
【図３３】ターゲットレベルの適応的設定処理の処理フローを示す図である。
【図３４】ターゲットレベルの計算を説明するための図である
【符号の説明】
【０１４１】
１　光学ユニット（ＰＵ）
３　プレイコライザ（Ｐｒｅ－ＥＱ）
５　ＡＤＣ
７　等化器
９　ビタビデコーダ
１１　制御部
１３　記録波形生成部
１５　光ディスク
１７　メモリ
１１１　符号識別部
１１３　検出指示部
１１５　検出部
１１７　演算部
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